
給食施設の分類と根拠法令 

給食施設は、組織体に附属する施設であり、対象者、行政指導官庁、根拠法令により、その目

的や運営の方法が異なる。 

 

（１）給食対象者による分類 

分 類 主な法令根拠 該当施設 

学校 学校教育法第１条に

規定する学校 

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 

中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校 

学校教育法第１２４条に規定する専修学校 

学校教育法第１３４条に規定する各種学校 

学校給食法第６条に規定する学校給食共同調理場 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第６項に

規定する認定こども園のうち、幼稚園 

病院 医療法第１条の５第１項に規定する病院 

（児童福祉法第４２条第２号に規定する 

医療型障害児入所施設も含む） 
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指定通所リハビリテーション事業所 

指定療養介護事業所（障害者総合支援法） 

介護老人

保健施設 

介護保険法第８条第２８項に規定する

介護老人保健施設 
指定通所リハビリテーション事業所 

介護 

医療院 

介護保険法第８条第２９項に規定する

介護医療院 
短期入所療養介護（ショートステイ） 

老人福

祉施設 

老人福祉法

第５条の３に

規定する施

設 

老人デイサービス 

センター 

指定通所介護事業所 

地域密着型通所介護 

指定認知症対応型通所介護事業所 

老人短期入所施設 指定短期入所生活介護事業所 

養護老人ホーム 指定介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

指定地域密着型介護老人福祉施設 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 

軽費老人ホーム  

老人福祉センター 生活支援ハウス 

老人介護支援センター  

分 類 主な法令根拠 該当施設 

児童福

祉施設 

 

児童福祉法第７条

に規定する施設 

 

助産施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

保育所 

幼保連携型認定こども園 



児童厚生施設 

児童養護施設 

障害児入所施設 

児童発達支援センター 

児童心理治療施設 

児童自立支援施設 

児童家庭支援センター及び里親支援センター 

社会福祉法第２条に規定する事業に係る施設で児童福祉に関するもの 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第６項に

規定する認定こども園（幼稚園を除く） 

社会福

祉施設 

生活保護法第３８条

に規定する施設 

救護施設 

更生施設 

医療保護施設 

授産施設 

宿所提供施設 

身体障害者福祉法

第５条第１項に規定

する施設 

身体障害者福祉センター 障
害
者
総
合
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上
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指定短期入所事業所 

指定生活介護事業所 

指定共同生活介護 

共同生活援助事業所 

補装具製作施設 

盲導犬訓練施設 

視聴覚障害者情報提供施設 

売春防止法第３６条

に規定する施設 

婦人保護施設 

社会福祉法第２条に規定する事業に係る施設で社会福祉に関するもの 

（児童福祉・老人福祉に関するものを除く） 事業所 労働基準法別表１に規定する事業所又は事務所 

寄宿舎 学生又は労働者を寄宿させる施設 

矯正施

設 

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第３条に規定する刑事施設 

少年院法第３条に規定する少年院 

少年鑑別所法第３条に規定する少年鑑別所 

自衛隊  自衛隊 

その他 前記「学校」から「自衛

隊」まで以外の施設 

有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅 

有床診療所（許可病床数１７以上） 

認可外保育所、地域型保育事業 

警察学校、消防学校等 

 

 

 

 

 

 

 



（２）経営形態による分類 

直 営 施設の設置者・管理者が利用者のために、当該施設に必要な施設を備え、自らの責

任において給食の運営及び管理を行うもの。 

 

委 託 施設の設置者・管理者が利用者のために、施設長の責任において、第３者に給食業

務の全面あるいは一部を委託し、当該施設内外の調理施設を使用して給食を行う

もの。 

○委託経営形態 

 業者委託：給食専門会社への委託 

 準 委 託：子会社、系列会社、関係団体に委託 

 共同組合：地域又は同業者により共同出資し、給食施設を経営 

 弁当給食：弁当業者に委託 

○委託方式 

 経営委託：給食経営全体を委託する方式 

 労務委託：管理部門を除き、労働業務のみを委託する方式 

○委託範囲 

 全面委託：給食の運営業務全体の委託 

 部分委託：献立作成、調理、食器洗浄等の業務を部分的に委託 

 

 


